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（１） 宝塚市総合教育会議の招集権者として、教育行政の課題をどう認識されていま

すか 

 

総合教育会議の招集権者として、私が考える教育行政の大きな課題は３点あります。 

 

１点目は、子どもに寄り添った課題解決ができる教職員の育成です。 

教育現場における課題は多様化、複雑化しており、学校だけで対応することが困難なもの

もあります。外部人材の識見を取り入れる等、教職員が自ら課題を解決できる力を付けてい

くことが必要であると考えています。 

２点目は、様々な体験、学びによる生きる力の育成です。 

学校での授業以外にも、校外学習、環境学習、地域活動や社会教育の充実など、子どもた

ちの豊かな体験につながる取組が大切だと考えています。 

３点目は、地域のまちづくりとの連携です。 

例えば、コミュニティ・スクールの推進や部活動の地域移行等は、地域の皆様の力をお借

りしながら進める必要があり、教育委員会だけでなく、市長部局も一緒に考えていく必要が

あります。 

以上のような課題に対応するため、私が市長に就任してからも、弁護士などの専門的な知

見を取り入れ、教職員のスキルや知識を育成して子どもに寄り添った解決を目指すための

スクールロイヤーの登用や、子どもの自己肯定感や表現力を育む演劇的手法を取り入れた

授業をすべての小学校へ拡充することなど、取組を進めてきました。 

これからも総合教育会議で課題を共有しながら、市と教育委員会で連携して教育行政を

推進していきます。 

 

（２）市長として宝塚の教育行政のあるべき姿をどう考えておられますか 

 

これからの学校には、子どもたちが変化する社会を生き抜く力を身につけられるなど、

様々な学びの場であることや、子どもたちを育むためさらに地域社会と一体となること、子

どもたちを取り巻く様々な課題に、市全体で対応するため、様々な主体との連携を強めるこ

となど、多様な役割が求められていくと考えています。 

そのためには、学校を今まで以上に開かれた場とし、風通しが良く、教職員が、熱意をも

って教育活動に向き合える環境を作っていくことが必要です。 

そのために、各学校においては校長がリーダーシップを発揮し、働き方改革を推進すると

ともに、教職員の資質向上に鋭意取り組まなければなりません。 



2 

また、教育委員会には、各学校が円滑に環境改善や変革に取り組み、子どもたちにより良

い教育環境を整備できるように、先進的な取組事例や情報を速やかに共有するなど、リーダ 

ーシップを発揮することが求められます。同時に、市長部局との窓口となり、市全体で学校

教育の諸課題に取り組めるよう、連携の強化を図ることも重要と考えています。 

今回、教育長に、市長部局を歴任した赤井氏を任命したいと考えていますが、それは、こ

れまで以上に市長部局と教育委員会が連携を図り、ICT や福祉、行財政経営等、広い視野を

もって教育行政にあたることが必要だと考えているからです。従来の学校の風土ややり方

を見直し、スピード感をもって変革に取り組んでいきます。 

（３）今回の教育長任命に当たって、何を重視して選任されましかについて 

 次に、教育長任命に当たって、何を重視して選任されたかについては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律に規定されるとおり、人格が高潔で、教育、学術や文化に関し識見

を有する方から選任することを第一に考えるとともに、教育委員会が抱える課題に対して、

その解決に向けて積極的に意見交換を図り、教育委員会、学校園が一体となって取り組むた

めリーダーシップを発揮できる人物であることを重視して選任いたしました。 

赤井氏は、宝塚市職員として 39 年もの間、勤務され、システム部門や福祉、政策、行財

政運営などの全庁に関わる部署を経験してこられました。政策室長や行財政改革担当部長、

健康福祉部長などを歴任し、2022 年 4 月から現在に至るまで、理事として勤務され、職員

の信頼も厚く、自分のこと以上に他者のことを考えることができる方です。他者のことを考

えることができるということは、こどものために頑張れる方であるということであり、対話

の大切さ、人の交流や支え合いの大切さ、危機管理や情報発信の大切さを理解している方と

考えています。教育委員会や学校園との対話により、個々の職員が一丸となって子どもたち

のためにどうあるべきかを考え、行動できるよう組織力を高めるとともに、地域や関係団体、

関係部署との連携を図りながら、現場に出向き、その状況を把握するなど、教育委員会が抱

える課題の解決に取り組まれると考えています。 

（４）市長との面談の際、教育委員会はブラックボックスであるという発言があったが、そ

の真意は 
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（５）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 4 条において、教育長は、当該地方公

共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののう

ちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命するとある。赤井氏は、人格が高潔

であるが、教育行政に関し識見を有する者であるか？ 

 法律で言う教育行政に関し識見を有する者についての考え方です。これは、平成 26 年に

一部法改正がありました。文部科学省から通知があります。「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律について（通知）」において、その中で意味が示されて

います。教育行政に関し識見を有する者は、教育委員会事務局職員や教職員経験者に限らず、

行政法規や組織マネジメントに識見があるなど、教育行政を行うにあたり、必要な資質を備

えていれば、幅広く該当するものとされています。 

この通知の中で、今回、宝塚市で勤めて、市役所全体の業務に携わってきて組織マネジメ

ントに関する識見も深めているというこのこの経験は、教育行政においても生かされるも

のだと確信しています。提出しているものです。 


